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徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱

第１章 総則

（目的）

第１条 この要綱は、県産鳴門わかめの認証制度について必要な事項を定め、その制度の

普及と適切な運用を図ることにより、鳴門わかめに対する消費者の信頼を高め、もって

本県わかめ漁業及びわかめ加工業を振興することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）県産鳴門わかめ

本県と香川県との県境から鳴門海峡までの播磨灘沿岸及び鳴門海峡から蒲生田岬まで

の紀伊水道沿岸で収穫され、県内に水揚げされたわかめ（以下「鳴門わかめ」という。）

をいう。

（２）鳴門わかめ加工業者

鳴門わかめを原料として、乾燥（輸送又は収穫後の調整の一環等として保存のために

行うものを除く。）、塩蔵、加熱等の加工を行う者（簡易な加工を行う漁業者を含む。以

下「加工業者」という。）をいう。

（３）鳴門わかめ認証シール

この要綱で認証した鳴門わかめ商品に対して貼付けするシール（以下「認証シール」

という。）をいう。

第２章 徳島県鳴門わかめ認定審査委員会

（審査委員会）

第３条 この要綱に基づく加工業者の認定（以下「認定」という。）及びその他必要な事

項を審査するため、徳島県鳴門わかめ認定審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置する。

２ 審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

第３章 加工業者の認定
（認定の基準）

第４条 認定の基準（以下「認定基準」という。）については、別紙のとおりとする。

（認定の対象）

第５条 この要綱による認定の対象となる加工業者は、次の各号の全てを満たす者とする。

（１）「徳島県水産加工業及び漬物製造業届出要綱」第３第１項の規定に基づく水産加工

業届出事業者。

（２）県内に加工用施設を有する者。

（３）鳴門わかめを原料とした加工業者。

（４）原料のわかめについて、入荷から製品出荷までの加工工程の履歴を適切に管理して

いる者。

（認定の申請）

第６条 認定の申請を行う加工業者（以下「申請者」という。）は、徳島県鳴門わかめ認
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定申請書（以下「認定申請書」（別紙様式１）という。）、認証シール貼付商品生産計画

書（以下「生産計画書」（別紙様式２）という。）及び誓約書（別紙様式３）を知事に正

副２部提出し、申請する。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、認定の申請を行うこ

とができない。

（１）食品の表示及び食品衛生に係る関係法令に違反して刑に処せられ、その執行が終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

（２）食品の表示及び食品衛生に係る関係法令に違反し、これに基づく命令又は処分を受

けた日から２年を経過しない者

（３）第１４条第１項第２号から第７号及び第９号の規定により認定を取り消され、その

取消しの日から２年を経過しない者

（４）法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者がある

者

（認定の審査、決定等）

第７条 知事は、前条第１項の規定に基づく申請があった場合は、申請の内容について、

提出された書類の審査及び加工用施設等の実地検査を行う。

２ 知事は、前項の規定による書類の審査及び実地検査の結果を審査委員会に諮り、審査

委員会は、認定の審査をするものとする。

３ 知事は、前項の規定による審査委員会の審査の結果、申請の内容が認定基準に適合す

ると認めるときは、当該申請者に対し、徳島県鳴門わかめ認定決定通知書（別紙様式４）

を交付する。

４ 知事は、第２項の規定による審査委員会の審査の結果、申請の内容が認定基準に適合

しないと認めるときは、その理由を付して、当該申請者に通知する。

（認定書の交付等）

第８条 知事は、前条第３項に規定する徳島県鳴門わかめ認定決定通知書の送付を受けた

申請者（以下「認定加工業者」という。）に対して、認定を証する書面（別紙様式５）（

以下「認定書」という。）を交付する。

２ 認定加工業者は、認定書を紛失し、又は破損したときは、認定書紛失・破損届出書（別

紙様式６）を知事に提出し、認定書の再交付を受けるものとする。

３ 前項の規定に基づき認定書の再交付を受けた後に紛失した認定書を発見した場合は、

速やかに知事に返納しなければならない。

（認定の有効期間）

第９条 認定の有効期間（以下「認定期間」という。）は、認定の日から３年目の１１月

末日までの３年を超えない期間とする。

（認定の更新）

第１０条 認定加工業者は、認定期間の満了後、引き続き認定を受けようとするときは、

認定期間の更新をすることができるものとする。

２ 前項の規定による認定期間の更新を申請する認定加工業者は、その認定期間の満了す

る年の１０月１日から１０月３１日までの間に徳島県鳴門わかめ認定更新申請書（別紙

様式７）を知事に提出するものとする。

３ 第１項の規定により更新される認定期間は、更新前の認定期間の満了する日から３年
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間とする。

（認定の内容の変更）

第１１条 認定加工業者は、認証を受けた内容に次のいずれかに該当する変更が生じた場

合は、遅滞なく徳島県鳴門わかめ認定事項変更申請書（別紙様式８）により知事に申請

しなければならない。

（１）認証シールを貼付けている商品（以下「認証商品」という。）を変更しようとする

とき。

（２）認証商品の包装を変更しようとするとき。

（３）認証商品の販売量を第６条第１項規定により提出した生産計画書の５％を超えて増

減しようとするとき。

（４）その他知事に対する報告が必要と認める事実が生じるとき。

２ 前項に該当しない軽微な変更が生じた場合は、徳島県鳴門わかめ認定事項変更届出書

（別紙様式９）により知事に届け出なければならない。

（認定廃止届）

第１２条 認定加工業者は、事業の廃止、その他理由により認定が必要なくなった場合に

は、遅滞なく徳島県鳴門わかめ認定廃止届出書（別紙様式１０）を知事に提出し、認定

書を知事に返納しなければならない。

（加工実績等の報告）

第１３条 認定加工業者は、毎年１２月２５日までに実績報告書（別紙様式１１）により

前年の１２月１日から当該年度の１１月３０日までの鳴門わかめの加工状況を知事に報

告しなければならない。

２ 知事は、特に必要があると認めるときは、認定加工業者に対して随時に加工状況及び

加工履歴等に関する報告を求め、必要な指示を行うことがある。

３ 知事は、前項に定めるほか、認定期間内において、認定加工業者の施設に対し必要な

立入検査を実施することがある。

（認定の取消し等）

第１４条 知事は、認定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消す

ことがある。

（１）認定基準その他、この要綱に定める認定の要件を欠くに至ったとき。

（２）虚偽の申請により認定を受けたとき。

（３）前条第３項の規定に基づく検査を正当な理由なく拒んだとき。

（４）前条第３項の規定に基づく検査により偽装が認められたとき。

（５）この要綱の規定に基づく届出若しくは報告を怠り、又は指示に従わなかったとき。

（６）認定書を偽造、変造し、又は不正使用したとき。

（７）認証シールを偽造、変造し、又は不正使用したとき。

（８）生産、処理、加工製造若しくは販売を廃止し又は１年間以上中止したとき。

（９）その他、認定の制度の運用に重大な支障を来す行為又は鳴門わかめの信用を著しく

損なう行為があったとき。

２ 知事は前項の取り消しを行った場合において、関係法令に違反があると認めた場合は、

その旨を公表する。

３ 第１項の規定により、認定を取り消された認定加工業者は、認定書を知事に返納しな
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ければならない。

４ 第１項の規定により、認定を取り消された認定加工業者は、未使用の認証シールを認

証シール発行機関へ返納するとともに、流通している認証商品を速やかに自主回収しな

ければならない。

（認定加工業者の遵守事項）

第１５条 認定加工業者は、食品の表示及び食品衛生に係る関係法令並びにこの要綱の規

定を遵守すること。

２ 認定加工業者は、自らの鳴門わかめ加工商品に食品表示の問題が発生したときは、自

らその責任を負わなければならない。

３ 認定加工業者は、認証に係る記録帳票等を、事業年度終了後３年間保管すること。

第４章 認証シールの発行等
（認証シール発行審査）

第１６条 知事は、第３条の規定による審査委員会に認証シールの発行について諮り、審

査委員会は認証しようとする商品の審査を行うものとする。ただし、第１１条第２項に

基づく徳島県鳴門わかめ認定事項変更届出書における軽微な変更の場合は除く。

２ 審査委員会は、第６条第１項の規定により提出された認定申請書及び生産計画書等に

基づき、認証しようとする商品の認証シール発行審査を行うものとする。

３ 知事は、前項の規定による審査の結果、及び第１１条第１項の規定による徳島県鳴門

わかめ認定事項変更申請書（第１項に基づく軽微な変更を除く。）に基づき、認証シー

ル発行が適合していると認めるときは、当該申請者及び知事が指定する認証シール発行

機関（以下「発行機関」という。）に対し、認証シール発行決定通知書（以下「発行決

定通知書」（別紙様式１２）という。）を交付する。

（認証シール）

第１７条 認証シールの図案については、別紙様式１３のとおりとし、これに関する一切

の権利は、徳島県に帰属するものとする。

（認証シールの発行等）

第１８条 発行機関の指定を受けようとする者は、認証シール発行機関指定申請書（別紙

様式１４）を知事に提出し、知事の指定を受けなければならない。

２ 発行機関は、認証シールを発行する際、知事との協議に基づき、発行事務に必要な経

費を徴収することができる。

３ 発行機関は、第１６条第３項の規定による認証シール発行決定通知書に記載した発行

枚数を上限に認定加工業者に対して認証シールを発行する。ただし、第１１条第２項の

規定により、認証商品の５％以内の増減の届出があった場合は、徳島県鳴門わかめ認定

事項変更届出書に記載された枚数の範囲内で認証シールを発行する。

４ 発行機関は、認証シール発行状況報告書（別紙様式１５）により、前年の１２月１日

から当年１１月３０日までの認証シールの発行状況を知事に報告しなければならない。

５ 第３項に基づき認証シールの発行を受けた認証加工業者は、認証シールを認証商品の

容器包装に貼付け又は印刷することができる。

（生産計画書の提出等）

第１９条 前条第３項の規定に基づき認証シールの発行申請を行った認定加工業者（以下
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「認証シール申請業者」という。）は、認定申請初年度を除き毎年１１月末までに生産

計画書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定により提出された生産計画書に係る認証シール発行審査を第１６

条第１項に準じて実施するものとする。

（認証シール申請業者の遵守事項）

第２０条 認証シール申請業者は、次の各号を遵守しなければならない。

（１）認定申請時に提出した「生産計画書」に記載された商品以外に認証シールを使用し

ないこと。

（２）認証シールを第三者に譲渡しないこと。

（３）認証シールの使用状況について、書類を整備し、かつ、これらの書類を認定の日か

ら３年間保存すること。

第５章 雑則
（機密の保持）

第２１条 認定の業務に携わる職員は、認定の業務に関して知り得た秘密を関係者以外に

漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

（庶務）

第２２条 この要綱に関する事務は、危機管理部県民くらし安全局安全衛生課、商工労働

部商工政策課及び農林水産部水産課において処理する。

（その他必要な事項）

第２３条 この要綱に定めるもののほか、徳島県鳴門わかめの認証等について必要な事項

は別に定める。

附則

この要綱は、平成２６年１０月２１日から施行する。
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（別紙）

徳島県鳴門わかめ認定基準

第１ 生産又は加工から製品の出荷に至るまでの全行程で追跡が可能となる入出庫及び加

工履歴の管理が行われていること。

第２ わかめの原料原産地について、「鳴門わかめ」原料原産地生産者証明書で確認でき

ること。

第３ 簡易加工された県産鳴門わかめを仕入れて加工する場合には、全ての加工業者の加

工履歴を、仕入れ先から引き継いでおくこと。

第４ 認証シールを貼付する商品の容器包装には、製造者の氏名又は名称及び住所を記載

していること。なお、製造者の記載は、製造所固有記号による方法を除くものとする。

第５ 認証シールを貼付する商品に使用するわかめは、全量、県産鳴門わかめであること。

第６ 県が行う検査に適合していること。また、県が行う定期的な検査を受けること。

第７ 加工にあたっては、衛生に十分注意を払い、食品衛生法に基づいた適切な品質管理

を行っていること。

第８ 徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱及び関係法令を遵守していること。

第９ その他、徳島県鳴門わかめ認定審査委員会が必要と認める事項を満たしていること。



（別紙様式１）

年 月 日

徳島県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定申請書

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第６条第１項の規定により、認定を受けたいので次

のとおり申請します。

１ 事業所の概要

わかめ加工品の

種類

加工用施設の所

在地

認証シール貼付 有 ・ 無

希望商品の有無

２ 添付書類

（１）過去１年間のわかめ原料の産地別取扱量がわかる書類（別紙１）

（２）今後１年間のわかめ原料の産地別取扱計画書（別紙２）

（３）過去１年間に仕入れた鳴門わかめの原料原産地生産者証明書の写し

（４）徳島県水産加工業及び漬物製造業届出要綱に基づく水産加工業届出済書の写し

（５）その他必要な書類



（別紙１）

過去１年間の原料わかめ取扱量

期間： 年 月 ～ 年 月

わかめの形態※１ 原料の産地※２ 入荷重量（kg） 備考

※１ わかめの形態欄には、「原藻」、「もと茎」、「芽かぶ」、「ボイル塩蔵芯抜」、「ボイル

塩蔵芯付」、「ボイル塩蔵中芯」、「ボイル塩蔵もと茎」、「乾燥糸わかめ」、「灰干し糸わかめ」

のいずれかを記載すること。

※２ 原料の産地は、「徳島県産」、「兵庫県産」、「三陸産」、「その他国産」、「中国産」、「韓

国産」等と記載すること。

※３ 既存の様式でこれらの内容がわかるものであれば様式は問わない



（別紙２）

今後１年間のわかめ原料取扱計画書

期間： 年 月～ 年 月

わかめの形態※１ 原料の産地※２ 入荷重量（kg） 備考

※１ わかめの形態欄には、「原藻」、「もと茎」、「芽かぶ」、「ボイル塩蔵芯抜」、「ボイル

塩蔵芯付」、「ボイル塩蔵中芯」、「ボイル塩蔵もと茎」、「乾燥糸わかめ」、「灰干し糸わかめ」

のいずれかを記載すること。

※２ 原料の産地は、「徳島県産」、「兵庫県産」、「三陸産」、「その他国産」、「中国産」、「韓

国産」等と記載すること。

※３ 既存の様式でこれらの内容がわかるものであれば様式は問わない



（別紙様式２）

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

認証シール貼付商品生産計画書

番号 商 品 名 内容量 塩分含量 販売実績数量 予定販売数量

（ｇ） （ｇ） （個数） （個数）

１

２

３

４

５

計 ○○個 ○○個

記載欄が不足する場合は適宜追加しても差し支えない。

※１ 貼付しようとする商品が無い場合は商品名の欄に「該当なし」と記載すること。

※２ 毎年１２月１日から翌年１１月３０日までの１年間の生産計画を記載すること。

新規に認定を受けようとする加工業者にあっては、認定後から１１月３０日までの

計画数量を記載すること。

※３ 商品名が同一で容量が異なる商品がある場合は、内容量ごとに記載すること。

添付書類

認証シールを貼付しようとする商品の包装（表裏が確認できること）



（別紙様式３）

年 月 日

誓 約 書

徳島県知事 殿

申請者 住 所

氏 名

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定の取得にあたり、次のとおり誓約します。

１ 食品の表示及び食品衛生に係る関係法令を遵守するとともに、徳島県鳴門わかめ認証

制度実施要綱の規定を遵守します。

２ 自らの製造する鳴門わかめ加工商品に食品表示の問題が発生したときは、自ら責任を

持って対処します。

３ 交付された鳴門わかめ認証シールは、認められた商品にのみ貼付し、適正に使用しま

す。



（別紙様式４）

徳島県鳴門わかめ認定決定通知書

番 号

年 月 日

住 所

氏 名

徳島県知事

年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、徳島県鳴門わかめ認証

制度実施要綱第７条第３項の規定により認定します。

１ 認定番号 第 号

２ 認定期間 年 月 日 ～ 年 月 日



（別紙様式５）

認 定 書

認定番号 第 号

有効期限 年 月 日

住 所

氏名又は名称

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第８条第１項に基づき、徳島県鳴門わ

かめ認定基準に適合していることを証します。

○○年○月○日

徳島県知事



（別紙様式６）

年 月 日

徳島県鳴門わかめ認定書紛失・破損届出書

徳島県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

年 月 日付けで認定された徳島県鳴門わかめ認定書を次の理由により、紛

失（破損）しました。

ついては、徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第８条第２項の規定に基づき認定書を再

交付していただきたく届出します。

１ 認定番号

２ 紛失（破損）の場所

３ 紛失（破損）の年月日

４ 紛失（破損）の状況



（別紙様式７）

平成 年 月 日

徳島県知事 殿

認定番号 第 号

申請者 住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定更新申請書

年 月 日付けで認定された徳島県鳴門わかめ認定について、次のとおり期間

の更新を受けたいので、徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１１条第２項に基づき申請

します。

１ 事業所の概要

わかめ加工品の

種類

加工用施設の所

在地

認証シール貼付 有 ・ 無

希望商品の有無

２ 添付書類

（１）過去１年間のわかめ原料の産地別取扱量がわかる書類（別紙１）

（２）今後１年間のわかめ原料の産地別取扱計画書（別紙２）

（３）過去１年間に仕入れた鳴門わかめの原料原産地生産者証明書の写し

（４）徳島県水産加工業及び漬物製造業届出要綱に基づく水産加工業届出済書の写し

（５）その他必要な書類



（別紙様式８）

年 月 日

徳島県知事 殿

認定番号 第 号

申請者 住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定事項変更申請書

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１１条第１項の規定により、認定の内容に変更が

ありましたので、次のとおり申請します。

１ 変更事項

２ 変更の理由

添付資料

認証シールを貼付する商品の変更及び商品包装の変更の場合、別紙様式２及び商品の包

装を添付すること。

その他、変更事項がわかる書類を添付すること。



（別紙様式９）

徳島県知事 殿

認定番号 第 号

届出者 住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定事項変更届出書

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１１条第２項の規定により、申請内容に変更があ

りましたので、下記のとおり届け出ます。

記

旧

変更事項

新

変更の理由

添付資料

その他、変更事項がわかる書類を添付すること。



（別紙様式１０）

年 月 日

徳島県知事 殿

認定番号 第 号

届出者 住 所

氏 名 印

（法人、団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認定廃止届出書

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１２条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 認定廃止の理由

添付資料

認定書を添付すること。

その他、廃止理由がわかる書類を添付すること。



（別紙様式１１）

平成 年 月 日

徳島県知事 殿

認定番号 第 号

住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

実績報告書

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１３条第１項の規定により、鳴門わかめ加工商品

の実績について次のとおり報告します。

番号 商品名 内容量 塩分含有量 販売数量 認証シール

（ｇ） （ｇ） （個数） 使用の有無

１

２

３

４

５

計 ○○個

※半製品のみの出荷を行っている加工業者にあっては、製造出荷した半製品の総量を加工

形態ごとに記載すること。



（別紙様式１２）

認証シール発行決定通知書

番 号

年 月 日

住 所

氏 名 殿

徳島県知事

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１６条第３項の規定により、次の商品について、

認証シールの発行を決定しました。

番号 商品名 内容量（ｇ）塩分含有量（ｇ）販売予定数量（個）

１

２

３

４

５

計 ○○個



（別紙様式１３）

鳴門わかめ認証シール図案



（別紙様式１４）

認証シール発行機関指定申請書

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１８条第１項の規定に基づき、認証シール発行機

関の指定を受けたいので、次のとおり申請します。

組織の概要

団体名

代表者名

住所

電話番号

（添付書類）

・団体規約

・会員名簿



（別紙様式１５）

認証シール発行状況報告書

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

氏 名 印

（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第１８条第４項の規定に基づき、認証シール発行

状況を報告します。

１ 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

２ 発行枚数

認定加工業者名 認定番号 発行枚数（枚）

１

２

３

４

５

計


